第１号様式（第３条関係）
年　　月　　日

[bookmark: _Hlk213161220][bookmark: _Hlk213235865]台東区長殿
申込者　事業者名・団体名
申込者肩書
申込者氏名（店舗を営む者、店舗代表者）
住所
電話番号

エコいいね宣言店登録申込書

台東区のエコいいね宣言店の登録のため下記のとおり、申込みます。

１．登録申込店舗
	[bookmark: _Hlk213162236]店舗名
	（ふりがな）

	所在地
	〒　　　　　　－

	[bookmark: _Hlk213162291]電話番号
	

	メールアドレス
	

	ホームページ
	



２．申込担当者
	担当者氏名
	（ふりがな）

	電話番号
	
	メールアドレス
	



３．登録に関する確認事項
私は下記の内容を確認のうえ、登録を申込みます。
（以下は登録対象に関する条件です。該当する□にすべてチェックを入れてください。）

□（１）店舗を営む者（その者が法人その他の団体である場合にあたっては当該団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員）は東京都台東区暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力団関係者ではありません。
□（２）法令に基づく必要な許可の取得または届出をしています。
□（３）刑事上の処分を受けた者その他社会通念上適切であると認められない者ではありません。


３．宣言内容
以下の取り組みを積極的に実施します。
（現在実施している取り組みにチェックを入れてください。）
	☑
	基本分野１　食品ロス削減分野

	
	（1） 
	小盛やハーフサイズメニューの提供（消費者が食べきれる量を選択できるようにする）

	
	（2） 
	ばら売りや量り売りの実施

	
	（３）
	賞味期限または消費期限の近い商品の値引き販売やフードシェアリングの利用

	
	（４）
	食べきりの呼びかけ、ポスター等の掲示による食べ残し削減に向けた啓発活動の実践

	
	（５）
	食べ残した料理等の持ち帰りを希望する方への対応

	
	（６）
	フードドライブの実施、フードバンクへの食品提供

	
	（７）
	その他の食品ロス削減に関する取組



	☑
	基本分野２　使い捨て物品削減分野

	
	（１）
	商品販売時における使い捨て物品（割り箸、スプーンなど）の提供抑制または代替品（紙製等）の使用

	
	（２）
	商品の簡易包装

	
	（３）
	持参したマイボトル等に水、お湯、お茶等を提供

	
	（４）
	店舗外の販売時におけるリユース食器の使用

	
	（５）
	使い捨てアメニティグッズの提供抑制

	
	（６）
	その他の使い捨て物品削減に関する取組



	☑
	基本分野３　資源の循環分野

	
	（１）
	（自社・他社製品を問わず）製品の修理・再生の実施

	
	（２）
	アップサイクルに関する取組

	
	（３）
	不用品を買取り、修理・再生して販売

	
	（４）
	自店で販売した製品の下取り

	
	（５）
	店頭での資源回収の実施

	
	（６）
	その他の資源の循環に関する取組



４．特に力を入れているリデュース・リユース・リサイクル・資源循環等の取組





５．店舗から利用者に向けたアピールポイント、メッセージ





